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特定商取引法に基づく行政処分について 

 

 

北海道経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたの

で公表します。 

本件は、特定商取引法第６９条第３項の規定に基づき、消費者庁長官の

権限委任を受けた北海道経済産業局長が実施したものです。 
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令和２年１２月９日

北 海 道 経 済 産 業 局 

特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令（３

か月）及び指示並びに当該業者の業務の遂行に主導的な役割を果

たしている者に対する業務禁止命令（３か月）について 

○ 北海道経済産業局は、健康食品を販売する電話勧誘販売業者である株式会社大名

製薬所（本社：福岡県福岡市）（以下「大名製薬所」といいます。）に対し、本日、

特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」といいます。）第２３条第１項の

規定に基づき、令和２年１２月１０日から令和３年３月９日までの３か月間、電話

勧誘販売に関する業務の一部（勧誘、申込受付及び契約締結）を停止するよう命じ

ました。 

○ あわせて、大名製薬所に対し、特定商取引法第２２条第１項の規定に基づき、今

回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。 

○ また、北海道経済産業局は、大名製薬所の業務の遂行に主導的な役割を果たして

いる取締役の中野親人に対し、特定商取引法第２３条の２第１項の規定に基づき、

令和２年１２月１０日から令和３年３月９日までの３か月間、同社に対して前記業

務停止命令により業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること（当該業務

を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。）の禁止を命じまし

た。 

〇 なお、北海道経済産業局は、特定商取引法第６９条第３項の規定に基づき、消費

者庁長官の権限委任を受けて、本処分を実施しました。 

１ 処分対象事業者 

（１）名 称 ：株式会社大名製薬所 

（法人番号：５２９０００１０６８２４３） 

（２）本社所在地 ：福岡県福岡市中央区大名２丁目１１番２５号

（３）代 表 者 ：代表取締役 吉原 貴之（よしはら たかゆき）

（４）設 立 ：平成２６年１１月７日 

（５）資 本 金 ：３００万円

（６）取 引 形 態 ：電話勧誘販売

（７）取 扱 商 品 ：「慶」「ケイ麗」と称する健康食品

２ 特定商取引法の規定に違反する行為 

（１）氏名等の明示義務に違反する行為（勧誘目的不明示）

（特定商取引法第１６条）
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（２）契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘 

（特定商取引法第１７条） 

（３）商品の効能につき不実のことを告げる行為 

（特定商取引法第２１条第１項） 

（４）商品の価格につき不実のことを告げる行為 

（特定商取引法第２１条第１項） 

 

３ 大名製薬所に対する業務停止命令及び指示の詳細は別紙１、中野親人に対する

業務禁止命令の詳細は別紙２のとおりです。 

 

 

 

【本件に関するお問合せ】 

 

本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消

費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承り

ます。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 

なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話  

 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲

介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

北海道経済産業局消費者相談室  電話 ０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室      ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室      ０４８－６０１－１２３９ 

中部経済産業局消費者相談室      ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室      ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室      ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室      ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室      ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３ 

 

 

○ 消費者ホットライン（全国統一番号）  １８８（局番なし） 

身近な消費生活相談窓口を御案内します。 

※一部の IP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 

○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 

 

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html


 

3 

 

（別紙１） 

株式会社大名製薬所に対する行政処分の概要 

 

１ 事業概要 

株式会社大名製薬所（以下「大名製薬所」という。）は、消費者宅に電話をかけ、「慶（お試し

品）」と称する健康食品（以下「本件商品①」という。）又は「ケイ麗（お試し品）」と称する健康

食品（以下「本件商品②」という。）の売買契約（以下それぞれ「本件売買契約①」及び「本件売

買契約②」という。）の締結についての勧誘（以下「電話勧誘行為」という。）を行い、当該消費

者（以下「電話勧誘顧客」という。）から本件売買契約①及び本件売買契約②の申込みを電話によ

り受け、又は電話勧誘顧客と本件売買契約①及び本件売買契約②を電話により締結していること

から、このような同社が行う本件商品①及び本件商品②の販売は、特定商取引に関する法律（以

下「特定商取引法」という。）第２条第３項に規定する電話勧誘販売（以下「電話勧誘販売」とい

う。）に該当する。 

    

２ 処分の内容 

（１）業務停止命令 

大名製薬所は、令和２年１２月１０日から令和３年３月９日までの間、電話勧誘販売に関す

る業務のうち、次の業務を停止すること。 

ア 大名製薬所の行う電話勧誘販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。 

イ 大名製薬所の行う電話勧誘販売に関する売買契約の申込みを受けること。 

ウ 大名製薬所の行う電話勧誘販売に関する売買契約を締結すること。 

  

（２）指示 

ア 大名製薬所は、特定商取引法第１６条に規定する氏名等の明示義務に違反する行為（勧誘

目的不明示）、同法第１７条の規定により禁止される契約を締結しない旨の意思を表示した者

に対する勧誘及び同法第２１条第１項の規定により禁止される商品の効能及び販売価格につ

き、不実のことを告げる行為をしている。かかる行為は、特定商取引法の規定に違反するも

のであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ず

るとともに、コンプライアンス体制を構築し、これらを大名製薬所の役員、同社の業務に従

事する者に、前記（１）の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 

イ 大名製薬所は、電話勧誘販売により、本件売買契約①及び本件売買契約②を締結している

ものであるところ、令和元年８月１日から令和２年１２月９日までの間に、同社との間で電

話勧誘販売により本件売買契約①及び本件売買契約②を締結した全ての相手方（以下「契約

の相手方」という。）に対し、以下の事項を北海道経済産業局のウェブサイト（ｈｔｔｐｓ：

／／ｗｗｗ．ｈｋｄ．ｍｅｔｉ．ｇｏ．ｊｐ／）に掲載される、同社に対して前記（１）の

業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和３年１月１２日まで

に文書により通知し、同日までにその通知結果について、北海道経済産業局長宛てに文書（通

知したことを証明するに足りる証票及び通知文書を添付すること。）により報告すること。

なお、令和２年１２月２３日までに、契約の相手方に発送する予定の通知文書の記載内容及
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び同封書類一式をあらかじめ北海道経済産業局長宛てに文書により報告し承認を得ること。 

（ア）前記（１）の業務停止命令の内容 

（イ）本指示の内容 

（ウ）大名製薬所は遅くとも令和元年８月以降、電話勧誘販売に係る本件売買契約①又は本件

売買契約②の締結について勧誘するに際し、あたかも、本件商品①に認知症、脳梗塞など

の予防の効能、糖尿病、関節炎、腰痛、狭窄症などを改善させる効能又は医薬品との飲み

合わせにより相乗効果をもたらす効能、また、本件商品②に認知症、脳梗塞、心筋梗塞、

糖尿病、骨粗しよう症の予防の効能、腰、膝の痛み、肩こりを改善させる効能又は医薬品

との飲み合わせによる医薬品の副作用を軽減する効能があるかのように告げているが、当

該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を有していないこと。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

  特定商取引法第２２条第１項及び第２３条第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

大名製薬所は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、電話勧誘販売に係る

取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。 

 

（１）氏名等の明示義務に違反する行為（勧誘目的不明示）（特定商取引法第１６条） 

大名製薬所は、遅くとも令和元年９月以降、電話勧誘販売をしようとするとき、その勧誘に

先立って、その相手方に対し、「以前に少しだけご案内しました。お変わりなくお元気でいらっ

しゃいました？」、「寒くなったけど、風邪は引かれてないですか？」、「１年ぐらい前になりま

すけどね、お電話で簡単なアンケートに答えてもらったことがあるんですよ。」などと告げるの

みで、その電話が本件売買契約①又は本件売買契約②の締結について勧誘をするためのもので

あることを告げていない。 

 

（２）契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘（特定商取引法第１７条） 

大名製薬所は、遅くとも令和元年８月以降、電話勧誘販売に係る本件売買契約①又は本件売

買契約②の締結について勧誘するに際し、電話勧誘顧客が「いりません」、「買いません」など

と、電話により勧誘された当該売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、本件商品

①又は本件商品②を購入するよう執ように告げるなどして、続けて当該売買契約の締結につい

て勧誘をしている。 

 

（３）商品の効能につき不実のことを告げる行為（特定商取引法第２１条第１項） 

大名製薬所は、遅くとも令和元年８月以降、電話勧誘販売に係る本件売買契約①又は本件売

買契約②の締結について勧誘するに際し、あたかも、本件商品①に認知症、脳梗塞などの予防

の効能、糖尿病、関節炎、腰痛、狭窄症などを改善させる効能又は医薬品との飲み合わせによ

り相乗効果をもたらす効能、また、本件商品②に認知症、脳梗塞、心筋梗塞、糖尿病、骨粗し

ょう症の予防の効能、腰、膝の痛み、肩こりを改善させる効能又は医薬品との飲み合わせによ
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る医薬品の副作用を軽減する効能があるかのように告げている。 
 前記告知行為について、特定商取引法第２１条の２の規定に基づき、大名製薬所に対し、期

間を定めて、当該告知事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同

社は、これらを一切提出しなかった。このため、大名製薬所の行った当該告知行為は、いずれ

も同条の規定により、「商品の効能」につき不実のことを告げる行為をしたものとみなされる。 
 

（４）商品の価格につき不実のことを告げる行為（特定商取引法第２１条第１項） 

大名製薬所は、遅くとも令和元年８月以降、電話勧誘販売に係る本件売買契約①の締結につ

いて勧誘をするに際し、実際には、本件商品①を常時３,９８０円（税込・送料込）で販売して

いたにもかかわらず、あたかも本件商品①の定価は８,０００円であり、キャンペーン期間中に

限り３,９８０円（税込・送料込）で販売しているかのように告げている。 

 

５ 勧誘事例 

【事例１】（氏名等の明示義務に違反する行為（勧誘目的不明示）、商品の効能につき不実のこと

を告げる行為） 

大名製薬所の勧誘員Ｚは、令和元年９月、消費者ａの自宅に電話をかけ、ａに対し、「おはよ

うございます、大名製薬所と申します。もうお忘れでしょうけど、以前に少しだけご案内しま

した。お変わりなくお元気でいらっしゃいました？」、「お元気そうですよ、お声が若いですね。

私、別にお世辞言っているつもりはないけど、皆さんから若いって言われますでしょう。」、「何

か歌でも歌ってらっしゃいますか？歌が好きっていうことは声がちゃんと出ているということ

です。で、声の若い人は見かけも若いですもんね、大体。だから多分皆さんから若いっていわ

れると思いますよ。」などと告げたのみで、勧誘に先立って、本件売買契約①の締結について勧

誘をする目的である旨を告げずに、その勧誘を始め、Ｚは、ａに対し、「物忘れの改善、認知症

の予防に効果あるっていうのが正式に証明された商品です。」、「これはあの、関節炎、関節、軟

骨の維持改善をするものです」、「関節の軟骨の維持改善もしてくれるものです。だから当然で

すけど関節炎とか変形性膝関節症の改善、それから腰痛、そういうものにもすごくいいです。」

などと、あたかも、本件商品①に、認知症の予防の効能並びに関節炎及び腰痛を改善させる効

能があるかのように告げるなどした。その結果、ａは、大名製薬所と本件売買契約①を締結し

た。 

 

【事例２】（氏名等の明示義務に違反する行為（勧誘目的不明示）、商品の効能につき不実のこと

を告げる行為） 

大名製薬所の勧誘員Ｙは、令和２年２月、消費者ｂの自宅に電話をかけ、ｂに対し、「こんに

ちは。あの、私、私は、あの大名製薬所のＹと申します。」、「寒くなったけど、風邪は引かれて

ないですか？」、「ｂ様のお声はね、あの、張りがあって通られるけど、ｂ様は７０過ぎくらい？」

などと告げたのみで、勧誘に先立って、本件売買契約①の締結について勧誘をする目的である

旨を告げずに、その勧誘を始め、Ｙは、ｂに対し、「これを飲んで、そして、あの、脳梗塞の予

防にも、これすごくいいんですよ。」、「一緒に飲んだらいい。あのね、血圧の薬は、血管がです

ね。ｂさんが、健康な人に比べると、中が狭いから、あの、詰まらないように、先生が、血管
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をあれ、グ～って広げて、血の流れを良くするように出してはるんですよ。だけど、寒い時に

ね、血管がギュっと縮んだはずみとか、血圧の薬で血管をグ～っと広げたはずみで、血管に張

り付いてる脂肪や垢が剥がれてね。脳とか心臓の血管に詰まるから、そうならないように、こ

れは、おしっこで出してくれるんです。」などと、あたかも、本件商品①に、脳梗塞の予防の効

能及び医薬品との飲み合わせにより相乗効果をもたらす効能があるかのように告げるなどし

た。その結果、ｂは、大名製薬所と本件売買契約①を締結した。 

 

【事例３】（氏名等の明示義務に違反する行為（勧誘目的不明示）、商品の効能につき不実のこと

を告げる行為） 

大名製薬所の勧誘員Ｘは、令和元年１１月、消費者ｃの自宅に電話をかけ、ｃに対し、「大名

製薬所といいます。」、「ご無沙汰しています。１年くらい前になりますけどね、お電話で簡単な

アンケートに答えてもらってたことがあるんですよ。」、「だんだん寒くなってきたので、お変わ

りないかな、元気かなと思って、余計なお世話かと思ったんですが、皆様のところに、お声か

けのお電話をしてました。」、「熱はない？」、「元々が、低いの？」、「ちょ、まっ、まさか、３５

度台とかじゃないよね。」、などと告げたのみで、勧誘に先立って本件売買契約②の締結につい

て勧誘をする目的である旨を告げずにその勧誘を始め、Ｘは、ｃに対し、「認知症の予防ができ

たりですね、骨、血管、腸までも丈夫にすることができるんですよ。」、「脳梗塞、心筋梗塞、予

防もできるし、あの、毛細血管の隅々まで、こう、きれ～に血液が流れていってね、新しい酸

素とたっぷりの栄養を送り込むことができる」、「糖尿病の方は改善までみられると言われたり

するんですよ。」、「腰が痛～い、膝が痛～い、肩がこる～とかですね、あの、体のどこかに、あ

の、痛み、しびれ、こりが出た時はね、あの、飲むだけじゃなくて、塗ることもできます。」、

「飲んでいるお薬の副作用を軽減することができる物なんだけど、」などと、あたかも、本件商

品②に、認知症、脳梗塞、心筋梗塞及び糖尿病の予防の効能、腰、膝の痛み、肩こりを改善さ

せる効能並びに医薬品との飲み合わせによる医薬品の副作用を軽減する効能があるかのように

告げるなどした。その結果、ｃは、大名製薬所と本件売買契約②を締結した。 

 

【事例４】（契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能につき不実のこと

を告げる行為、商品の価格につき不実のことを告げる行為） 

大名製薬所の勧誘員Ｙは、令和元年８月、消費者ｄの自宅に電話をかけ、ｄに対し、「４２粒

だけで、あの、一週間から十日で飲みきってしまいますけど、あのお値段の方は、３，９８０

円はするんですが、」、「ｄ様、これ、あの本当にですね、あのお金は３，９８０円は使わせるけ

ど、飲まれないですか。」、「厚生労働省が、あの機能食品に入れていいって言われてるんですね、

あのビオチンは、日本の大きな病院で、あの糖尿病の治療で使われてるけど」などと告げて、

本件売買契約①の締結について勧誘した。 

これに対して、ｄが「私は、もう、そういうのは一切飲まない、飲まないんです。」と言うと、

Ｙは、「うん、うん、健康食品は私も勧めないです。」、「もうやっぱり、おいしくごはんをしっ

かり食べるというのが基本だからですね、そして、あの糖尿持ってらっしゃったら、もう時間

がどんなに、こう焦ってあっても、ゆっくり食べてですね、ゆっくり噛んで、かきこまないよ

うに、で、これは、あの、すい臓でインスリンを作る力を高めてくれたり、あの、インスリン
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の分泌を促してくれるっていう、ビオチンっていうのが入ってるんですよ。」などと告げた。ｄ

が、更に、「経済的には無理やし。」と言い、本件売買契約①を締結しない旨の意思を繰り返し

表示したが、Ｙは、引き続き、「４２粒を飲んでやっぱりこう体感をしていただけるっていう自

信があるんでですね、あの飲むのと飲まないのは全然違います。」「８月、もう８月終わりです

けどね、８月いっぱいは、あの、３，９８０円だからですね、いつも、あの、１年中でてるけ

ど、８，０００円でだしてるんですよ。」、「８月がもう、あさってで終わってしまうけど、もう

おんなじ物だから、８，０００円と３，９８０円だったら、３，９８０円で、そして、やっぱ

り、おんなじ物、いいものを飲めるからですね」などと告げて、続けて本件売買契約①の締結

についての勧誘をした。係る一連の勧誘の中で、Ｙは、ｄに対し、「あの認知症の予防と、あの、

そういう、こう体の軽さ、肝機能とか、ああいう、すい臓、あのー、糖尿病のほうとかには、

絶対、あの後悔はさせないです。」、「もう、絶対後悔はさせないです。あの本当にもう糖尿病と

か、」、「体のだるさとかあの、あと狭窄症のですね。ああいうこう、このしびれとか、むくみと

か、こむら返り、それからあの耳鳴り、目まいって、あの、かいゆうの方の障害からのですね

あの、そういった血流からくるものには、あの結構即効性があって、」などと、あたかも、本件

商品①に、認知症の予防の効能並びに糖尿病及び狭窄症を改善させる効能があるかのように告

げるなどした。その結果、ｄは、大名製薬所と本件売買契約①を締結した。 

 

【事例５】（契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘） 

大名製薬所の勧誘員Ｗは、令和元年１２月、消費者ｅの自宅に電話をかけ、ｅに対し「あの、

うちがね、今、大変、あの皆さんに喜ばれてるのが、このノビレチンをですね、あの、うちの

ほうで扱ってますので、あの、これをですね、半額でお試ししていただいてるんです。」、「これ

ね、一週間だけのお試し。」、「今日のこのお知らせはね、あの、４２粒で本当は８千円です。」、

「あのね、８千円だけど、３，９８０円。」などと告げて、本件売買契約①の締結について勧誘

した。 

これに対して、ｅが「あ～、いらない」、「高い、高い」、「一週間でそんなんじゃ、いらない」

と言うと、Ｗは、「それ、あの、結果が出るのよ。」などと告げ、ｅが更に「いやいやいやいや

いや～、だって、そしたら、通常８千円で買わなきゃいけないでしょ。」、「そんなお金ないよ、

８千円も１万円もなるのに、そんな～、」と本件売買契約①を締結しない旨の意思を繰り返し表

示しても、Ｗは、引き続き、「うん、あの、ｅさんがね、ものすごくね、私はね、短い間、よ～

く聞いてくださったって思うのはね、」、「ｅさんはね、もう、前を、あの想像してるんですよ。

あっ、これいいだろうなって、飲んだらね気に入るだろうなって。だから、８千円かなって思

うでしょ。」、「もし、ご予算がこれだけって言ったら、そのような、あの相談もできますから、

別に先のことを心配しないでください。」などと告げて、続けて本件売買契約①の締結について

勧誘をした。さらに、ｅが、「４千円で一週間は、ちょっと私にはね、ぜいたくだわ。」、「私に

は、ちょっとね～」、「私ね、年金暮らしですよ。」、「年金ってさ、６万円くらいしかもらってな

いのに、それぞれ、いっぱい、もう、支払があるのよ。」と契約を締結しない旨の意思を表示し

ても、Ｗは、引き続き、「はい、分かりますよ、だけどね、１回だけだったらね、なんとか、か

んとかしてね～」などと告げ、これに対して、ｅが、「毎月、８千円なんか払えないよ。」など

と契約を締結しない旨の意思を表示しても、Ｗは、「いや、だから、毎月じゃないですよ。１回
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だけ、１回だけね、して、相談はいくらでもできるんですよ。」などと告げて、続けて本件売買

契約①の締結について勧誘をした。その結果、ｅは、大名製薬所と本件売買契約①を締結した。 

 

【事例６】（契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能につき不実のこと

を告げる行為） 

大名製薬所の勧誘員Ｖは、令和元年９月、消費者ｆの自宅に電話をかけ、ｆに対し「あらま

ぁ、アリナミンだったら、私どもが勧めるケイ素ですよ。」、「これは、１か月、十分とらえてい

ただくのが、６，９８０円だけなんです」などと告げ、本件売買契約②の締結について勧誘し

た。 

これに対して、ｆが「そうそう高くて、今は買えませんね～。」と言うと、Ｖは、「あら、で

もね、これ、皆さん、ご無理をなさって、お買い求めてくださった方々は、今の夏バテのお体

が、すごく立て直された。」、「体の中にあるものが、もう、どんどんどんどん、摂取して補われ

ていくもんですから、体が応えてくれるんです。」などと告げ、更にｆが「そういってもね、今、

あの、余裕のない、あれですね。新聞取らなきゃ、新聞屋が来るんですよ。新聞取らなきゃね。」、

「それがちょっとね、今、いろいろ支払ったりするとね」、「家賃も、ほら、ありますからねー」、

「買う余地がないっていうことに気がつかなかったんですね。結構、払うもの、結構あるんで

すよ。」と、本件売買契約②を締結しない旨の意思を繰り返し表示しても、Ｖは、引き続き、「お

支払いされるのが、あるんでしょー。」、「でも、これ、たった１本、まぁ、あの６，９８０円だ

けなんですけど。」などと告げて、続けて本件売買契約②の締結について勧誘をした。係る一連

の勧誘の中で、Ｖは、ｆに対し、「骨粗しょう症にならないように、守り抜いてるのは、ケイ素

の力が大きいんです。」などと、あたかも、本件商品②に、骨粗しょう症の予防の効能があるか

のように告げるなどした。その結果、ｆは、大名製薬所と本件売買契約②を締結した。 

 



 

9 

 

（別紙２） 

 

 

中野 親人に対する行政処分の概要 

 

１ 名宛人 

  株式会社大名製薬所 取締役 中野 親人（なかの ちかひと）（以下「中野」という。） 

 

２ 処分の内容 

中野は、令和２年１２月１０日から令和３年３月９日までの間、特定商取引に関する法律（以

下「特定商取引法」という。）第２条第３項に規定する電話勧誘販売（以下「電話勧誘販売」とい

う。）に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担

当する役員となることを含む。）を禁止すること。 

（１）電話勧誘販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。 

（２）電話勧誘販売に関する売買契約の申込みを受けること。 

（３）電話勧誘販売に関する売買契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

特定商取引法第２３条の２第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙１のとおり、株式会社大名製薬所（以下「大名製薬所」という。）に対し、特定商取引法

第２３条第１項の規定に基づき、同社が行う電話勧誘販売に関する業務の一部を停止すべき旨

を命じた。 

（２）中野は、大名製薬所の役員であり、かつ、同社が停止を命じられた業務の遂行に主導的な役

割を果たしていた。 
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